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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像から特定の被写体の領域を検出する第１の検出手段と、
　撮影者の眼をモニターして前記画像おいて目視されている位置を検出する第２の検出手
段と、
　複数の撮影モードから撮影モードを選択するモード選択手段と、
　前記第１の検出手段によって検出された前記特定の被写体の領域に基づく第１の範囲に
、前記第２の検出手段によって検出された画像において目視されている位置が含まれてい
る場合に、前記特定の被写体の領域に基づいて複数の焦点検出領域から焦点検出領域を選
択し、前記第１の範囲に、前記第２の検出手段によって検出された画像において目視され
ている位置が含まれていない場合に、前記画像において目視されている位置に基づいて複
数の焦点検出領域から焦点検出領域を選択する領域選択手段と、有し、
　前記第１の範囲は、前記モード選択手段によって選択された前記撮影モードに応じて設
定されることを特徴とする光学機器。
【請求項２】
　前記領域選択手段は、前記第１の範囲に、前記画像において目視されている位置が含ま
れている場合、前記第１の範囲の中心付近に位置する焦点検出領域を選択することを特徴
とする請求項１に記載の光学機器。
【請求項３】
　前記第１の範囲は、前記特定の被写体の領域の大きさに対して所定の比率の大きさとな
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るように設定され、第１の撮影モードが選択されている場合と比較して、第２の撮影モー
ドが選択されている場合の前記所定の比率は小さいことを特徴とする請求項１又は２に記
載の光学機器。
【請求項４】
　単写モードおよび連写モードのいずれかを設定する設定手段を有し、
　前記単写モードが設定されている場合と比較して、前記連写モードが設定されている場
合の前記所定の比率を大きくすることを特徴とする請求項３に記載の光学機器。
【請求項５】
　撮影者による指示に応じて焦点検出領域を選択する選択手段と、
　撮影者による指示に応じた前記焦点検出領域の選択範囲を規制する規制手段と、を有し
、
　前記規制手段は、前記特定の被写体の領域が検出されている場合、前記選択範囲を前記
第１の範囲に規制することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の光学機器。
【請求項６】
　撮影者による指示に応じて前記焦点検出領域を変更する際、撮影者が当該焦点検出領域
を識別できるように表示する表示制御手段を有することを特徴とする請求項５に記載の光
学機器。
【請求項７】
　画像から特定の被写体の領域を検出する第１の検出手段と、
　撮影者の眼をモニターして前記画像おいて目視されている位置を検出する第２の検出手
段と、
　前記特定の被写体の領域を優先する第１の撮影モードと、前記画像において目視されて
いる位置を優先する第２の撮影モードとを少なくとも含む複数の撮影モードから撮影モー
ドを選択するモード選択手段と、
　前記モード選択手段により選択された撮影モードに応じて、複数の焦点検出領域から焦
点検出領域を選択する領域選択手段と、を有することを特徴とする光学機器。
【請求項８】
　撮影者による指示に応じて焦点検出領域を選択する選択手段を更に有し、
　撮影者による指示に応じて前記焦点検出領域を変更する際、撮影者が当該焦点検出領域
を識別できるように表示する表示制御手段を有することを特徴とする請求項７に記載の光
学機器。
【請求項９】
　前記領域選択手段は、前記モード選択手段による選択に応じて、撮影者による指示に応
じた焦点検出領域の変更が可能な時間を異ならせることを特徴とする請求項５、６、又は
８に記載の光学機器。
【請求項１０】
　前記特定の被写体の領域は顔の領域であることを特徴とする請求項１～９のいずれか１
項に記載の光学機器。
【請求項１１】
　前記モード選択手段は、前記第１の検出手段と前記第２の検出手段の少なくともいずれ
かの検出結果の有無に応じて、前記撮影モードを変更することを特徴とする請求項１～１
０のいずれか１項に記載の光学機器。
【請求項１２】
　光学機器の制御方法であって、
　画像から特定の被写体の領域を検出する第１の検出ステップと、
　撮影者の眼をモニターして前記画像おいて目視されている位置を検出する第２の検出ス
テップと、
　複数の撮影モードから撮影モードを選択するモード選択ステップと、
　前記第１の検出ステップで検出された前記特定の被写体の領域に基づく第１の範囲に、
前記第２の検出ステップで検出された画像において目視されている位置が含まれている場
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合に、前記特定の被写体の領域に基づいて複数の焦点検出領域から焦点検出領域を選択し
、前記第１の範囲に、前記第２の検出ステップで検出された画像において目視されている
位置が含まれていない場合に、前記画像において目視されている位置に基づいて複数の焦
点検出領域から焦点検出領域を選択する領域選択ステップと、有し、
　前記第１の範囲は、前記モード選択ステップで選択された前記撮影モードに応じて設定
されることを特徴とすることを特徴とする制御方法。
【請求項１３】
　光学機器で用いられる制御プログラムであって、
　前記光学機器が備えるコンピュータに、
　画像から特定の被写体の領域を検出する第１の検出ステップと、
　撮影者の眼をモニターして前記画像おいて目視されている位置を検出する第２の検出ス
テップと、
　複数の撮影モードから撮影モードを選択するモード選択ステップと、
　前記第１の検出ステップで検出された前記特定の被写体の領域に基づく第１の範囲に、
前記第２の検出ステップで検出された画像において目視されている位置が含まれている場
合に、前記特定の被写体の領域に基づいて複数の焦点検出領域から焦点検出領域を選択し
、前記第１の範囲に、前記第２の検出ステップで検出された画像において目視されている
位置が含まれていない場合に、前記画像において目視されている位置に基づいて複数の焦
点検出領域から焦点検出領域を選択する領域選択ステップと、実行させ、
　前記第１の範囲は、前記モード選択ステップで選択された前記撮影モードに応じて設定
されることを特徴とすることを特徴とする制御プログラム。
【請求項１４】
　光学機器の制御方法であって、
　画像から特定の被写体の領域を検出する第１の検出ステップと、
　撮影者の眼をモニターして前記画像おいて目視されている位置を検出する第２の検出ス
テップと、
　前記特定の被写体の領域を優先する第１の撮影モードと、前記画像において目視されて
いる位置を優先する第２の撮影モードとを少なくとも含む複数の撮影モードから撮影モー
ドを選択するモード選択ステップと、
　前記モード選択ステップで選択された撮影モードに応じて、複数の焦点検出領域から焦
点検出領域を選択する領域選択ステップと、を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１５】
　光学機器で用いられる制御プログラムであって、
　前記光学機器が備えるコンピュータに、
　画像から特定の被写体の領域を検出する第１の検出ステップと、
　撮影者の眼をモニターして前記画像おいて目視されている位置を検出する第２の検出ス
テップと、
　前記特定の被写体の領域を優先する第１の撮影モードと、前記画像において目視されて
いる位置を優先する第２の撮影モードとを少なくとも含む複数の撮影モードから撮影モー
ドを選択するモード選択ステップと、
　前記モード選択ステップで選択された撮影モードに応じて、複数の焦点検出領域から焦
点検出領域を選択する領域選択ステップと、を実行させることを特徴とする制御プログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学機器、その制御方法、および制御プログラムに関し、特に、焦点調節の
ための測距点入力部を複数備える光学機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　一般に、デジタルカメラなどの光学機器において、ファインダー観察者の視線情報と被
写体情報とに応じて、測距点（焦点検出領域）を選択するようにした光学機器が知られて
いる。そして、被写体に係る情報を検知する被写体検知機能を有する光学機器として、種
々の光学機器がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載の光学機器では、撮像部で得られた画像データに含まれる人物（被写
体）の眼を検出して、当該検出結果に応じて焦点を合わせる被写体の位置および大きさを
示すフォーカス枠を設定して、撮影の際の合焦点位置を決定するようにしている。
【０００４】
　さらに、ファインダー観察者の視線を検知する視線検知機能を有する光学機器として、
種々の光学機器が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　特許文献２に記載の光学機器では、測距点を選択する際のモードとして、自動設定モー
ド、視線検知モード、およびマニュアル設定モードが備えられ、これらモードの選択につ
いて、測距点選択の切り換えによって行うようにしている。そして、視線検知モードによ
る測距点の設定が行われている際、マニュアル設定モードが選択されると、当該マニュア
ル設定モードが優先されて、撮影者（ユーザ）の意図を反映するようにしている。
【０００６】
　加えて、デジタルカメラなどの光学機器において、被写体像を表示する表示装置にタッ
チパネルを搭載して、測距点をタッチ操作によって選択するようにしたものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－３３８３５２号公報
【特許文献２】特開平７－２１８８１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、上述のような被写体検知機能によって測距点を選択する際、被写体の大きさ
、色、および明るさなどによって測距点を誤検知することがある。一方、視線検知機能に
よる視線の検知においても、観察者（つまり、ユーザ）個々の眼球および左右いずれの眼
で観察するかなどによって視線の検知に差が生じる。このような差をキャリブレーション
などによって校正したとしても、撮影者の意図通りに測距点を選択することが困難となる
ことがある。
【０００９】
　加えて、従来の光学機器においては、被写体検知機能および視線検知機能の双方を用い
て測距点を設定することは行われていない。そして、被写体検知機能および視線検知機能
を用いて測距点を選択した後、ユーザによって測距点の変更が行われた際にどのようにし
て測距点を決定するかについても記載されていない。
【００１０】
　さらに、一眼レフカメラなどの光学機器において、ファインダーを覗きながら撮影を行
う場合に、表示装置にタッチパネルが搭載されていたとしても、ユーザは測距点の選択の
ためにファインダーから表示装置に視線を移さなければならず、タッチ操作によって測距
点の選択を行うことは困難である。
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、焦点調節のための測距点入力部を複数備える光学機器におい
て、測距点の選択を撮影者の意図を反映させつつ行うことのできる光学機器、その制御方
法、および制御プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　上記の目的を達成するため、本発明による光学機器は、画像から特定の被写体の領域を
検出する第１の検出手段と、撮影者の眼をモニターして前記画像おいて目視されている位
置を検出する第２の検出手段と、複数の撮影モードから撮影モードを選択するモード選択
手段と、前記第１の検出手段によって検出された前記特定の被写体の領域に基づく第１の
範囲に、前記第２の検出手段によって検出された画像において目視されている位置が含ま
れている場合に、前記特定の被写体の領域に基づいて複数の焦点検出領域から焦点検出領
域を選択し、前記第１の範囲に、前記第２の検出手段によって検出された画像において目
視されている位置が含まれていない場合に、前記画像において目視されている位置に基づ
いて複数の焦点検出領域から焦点検出領域を選択する領域選択手段と、有し、前記第１の
範囲は、前記モード選択手段によって選択された前記撮影モードに応じて設定されること
を特徴とする。
【００１３】
　本発明による光学機器の制御方法は、画像から特定の被写体の領域を検出する第１の検
出ステップと、撮影者の眼をモニターして前記画像おいて目視されている位置を検出する
第２の検出ステップと、複数の撮影モードから撮影モードを選択するモード選択ステップ
と、前記第１の検出ステップで検出された前記特定の被写体の領域に基づく第１の範囲に
、前記第２の検出ステップで検出された画像において目視されている位置が含まれている
場合に、前記特定の被写体の領域に基づいて複数の焦点検出領域から焦点検出領域を選択
し、前記第１の範囲に、前記第２の検出ステップで検出された画像において目視されてい
る位置が含まれていない場合に、前記画像において目視されている位置に基づいて複数の
焦点検出領域から焦点検出領域を選択する領域選択ステップと、有し、前記第１の範囲は
、前記モード選択ステップで選択された前記撮影モードに応じて設定されることを特徴と
することを特徴とする。
【００１４】
　本発明による制御プログラムは、光学機器で用いられる制御プログラムであって、前記
光学機器が備えるコンピュータに、画像から特定の被写体の領域を検出する第１の検出ス
テップと、撮影者の眼をモニターして前記画像おいて目視されている位置を検出する第２
の検出ステップと、複数の撮影モードから撮影モードを選択するモード選択ステップと、
前記第１の検出ステップで検出された前記特定の被写体の領域に基づく第１の範囲に、前
記第２の検出ステップで検出された画像において目視されている位置が含まれている場合
に、前記特定の被写体の領域に基づいて複数の焦点検出領域から焦点検出領域を選択し、
前記第１の範囲に、前記第２の検出ステップで検出された画像において目視されている位
置が含まれていない場合に、前記画像において目視されている位置に基づいて複数の焦点
検出領域から焦点検出領域を選択する領域選択ステップと、実行させ、前記第１の範囲は
、前記モード選択ステップで選択された前記撮影モードに応じて設定されることを特徴と
することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、撮影者の意図に応じた焦点検出領域が選択されるようになって、焦点
検出領域を選択する際の利便性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態による光学機器の一例についてその外観を示す図であり、（
ａ）は背面側から示す図、（ｂ）は正面側から示す図である。
【図２】図１に示すカメラ本体に交換レンズを装着した状態を模式的に示す断面図である
。
【図３】は、図２に示すカメラの制御系の一例を示すブロック図である。
【図４】図３に示す測距点優先度選択部によって切り替えられる撮影モード設定メニュー
の一例を示す図であり、（ａ）はポートレートモードを示す図、（ｂ）は旅行モードを示
す図、（ｃ）は集合写真モードを示す図、（ｄ）はスポーツモードを示す図、（ｅ）は三
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脚モードを示す図である。
【図５】図４に示す撮影モードに応じた顔判定範囲の設定を説明するための図である。
【図６】図２および図３に示すカメラにおける撮影処理を説明するためのフローチャート
である。
【図７】撮影モードおよび撮影速度設定に応じたタイマー時間の比率を示す図である。
【図８】図６に示す測距点優先別の選択フローの第１の例を説明するためのフローチャー
トである。
【図９】図８に示すポートレートモード処理においてファインダー内の測距点の移動の様
子について一例を説明するための図であり、（ａ）は測距点移動の一例を示す図、（ｂ）
は測距点移動の他の例を示す図である。
【図１０】図８に示すポートレートモード処理においてファインダー内の測距点の移動の
様子について他の例を説明するための図である。
【図１１】図６に示す測距点優先別の選択フローの第２の例を説明するためのフローチャ
ートである。
【図１２】図１１に示す旅行モード処理においてファインダー内の測距点の移動の様子を
説明するための図であり、（ａ）は測距点移動の一例を示す図、（ｂ）は測距点移動の他
の例を示す図である。
【図１３】図６に示す測距点優先別の選択フローの第３の例を説明するためのフローチャ
ートである。
【図１４】図１３に示す集合写真モード処理においてファインダー内の測距点の移動の様
子を説明するための図である。
【図１５】図６に示す測距点優先別の選択フローの第４の例を説明するためのフローチャ
ートである。
【図１６】図１５に示すスポーツモード処理においてファインダー内の測距点の移動の様
子を説明するための図である。
【図１７】図６に示す測距点優先別の選択フローの第５の例を説明するためのフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態による光学機器の一例について図面を参照して説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の実施の形態による光学機器の一例についてその外観を示す図である。
そして、図１（ａ）は背面側から示す図であり、図１（ｂ）は正面側から示す図である。
【００１９】
　図示の光学機器は、所謂レンズ交換式の一眼レフカメラ（以下単にカメラと呼ぶ）であ
り、カメラはカメラ本体１００を有している。撮影を開始する際には、ユーザは、撮影条
件などの設定を行うため、撮影メニューを表示するメニュー釦１０６を押す。そして、ユ
ーザはダイアル１０３を用いて各種設定変更を行う。
【００２０】
　接眼光学系１０９を備えるファインダーの上下にはそれぞれ視線検知部１１０ａおよび
１１０ｂが配置されている。被写体像を確認するため、ユーザ（撮影者ともいう）がファ
インダーを覗くと、視線検知部１１０ａおよび１１０ｂによって撮影者の視線が検知され
、撮影者がファインダーを通して被写体のいずれの箇所を目視しているかが判定される。
【００２１】
　測距スタート釦１０１を押すと測距動作が行われるが、測距点選択部（マルチコントロ
ーラ：以下ＭＣという）１０２によって撮影者は測距点（焦点検出領域ともいう）の移動
を行うことができる。ＭＣ１０２には、図中上下左右と斜め方向との８方向に操作可能な
スイッチ部材が用いられており、その中央部１０２ａを押すことによって測距点の中央部
を選択することができる。
【００２２】
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　レリーズ釦１１１は２段階の押圧スイッチ機能を有しており、第１の段階で測光スター
トおよび測距スタートが行われ、第２の段階でレリーズ動作が行われる。レリーズ動作に
よって、被写体像をファインダーに反射させる主ミラー１１６が撮影光路Ｏから退避して
撮影が行われる。
【００２３】
　撮影された画像を確認するため再生釦１０７が押されると、表示モニター１０８に撮影
画像が表示される。また、撮影された画像は外部記憶装置（図示せず）に記録され、操作
部材１０５の操作によって外部記憶装置取り出し蓋１０４が開き、ユーザは外部記憶装置
をカメラ本体１００から取り出すことができる。撮影レンズユニット（以下単に撮影レン
ズ又は交換レンズと呼ぶ）をカメラ本体１００に固定するためのマウント部１１４の周辺
にはレンズ着脱釦１１５が備えられ、ユーザはレンズ着脱釦１１５の操作によって撮影レ
ンズの交換を行うことができる。
【００２４】
　カメラ本体１００を右手で保持するグリップ部１１２の周辺には、測距点優先度変更部
１１３ａ、１１３ｂ、および１１３ｃが配置され、ユーザはグリップ部１１２を握った状
態で指先によって測距点優先度変更部１１３ａ、１１３ｂ、および１１３ｃを操作するこ
とができる。
【００２５】
　図２は、図１に示すカメラ本体１００に交換レンズ２００を装着した状態を模式的に示
す断面図である。
【００２６】
　図示の主ミラー１１６はその一部が半透過状態となっており、交換レンズ（撮影レンズ
）２００を通過した被写体像（光学像）は主ミラー１１６によって反射されて、その反射
像はピント板１１８上に結像する。一方、主ミラー１１６を透過した光学像（つまり、透
過像）はサブミラー１１７によって反射されて焦点検出装置１２２に入射する。そして、
透過像は焦点検出素子である測距部１２３に結像する。
【００２７】
　ピント板１１８に結像した像は、ペンタプリズム１２０および接眼光学系１０９を介し
て撮影者の眼球３００に入射する。また、接眼光学系１０９の一部にはダイクロミラー（
図示せず）が備えられている。つまり、ペンタプリズム１２０および接眼光学系１０９で
構成されるファインダーには撮影範囲が表示されることになる。
【００２８】
　図１で説明した視線検知部１１０ａおよび１１０ｂの各々には赤外発光ダイオード（図
示せず）が備えられ、これら視線検知部１１０ａおよび１１０ｂから眼球３００に向けて
赤外光が投光される。視線検知センサー１１０は上記のダイクロミラーを介して眼球３０
０をモニターして視線を検知する。
【００２９】
　視線検知の詳細については、例えば、特開平６－３４８７３号公報に記載されているの
で、ここでは説明を省略する。
【００３０】
　ペンタプリズム１２０の射出側には、測光部１２１が配置され、測光部１２１は被写体
像の明るさを検知するとともに、その顔および色なども検知可能なエリアセンサーである
。顔検知の詳細については、例えば、特開２００１－３３０８８２公報に記載されている
ので、ここでは説明を省略する。
【００３１】
　ピント板１１８とペンタプリズム１２０との間には、透過型液晶１１９が配置され、こ
の透過型液晶１１９には複数の測距点が表示される。これによって、撮影者はピント板１
１８上の被写体像と複数の測距点と重ね合わせて目視することができる。
【００３２】
　主ミラー１１６の後段にはシャッター１２４が配置され、シャッター１２４の後段には
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、ＣＭＯＳイメージセンサーなどの撮像素子１２５が配置されている。撮影動作の際、測
光部１２１の出力に応じて、シャッター１２４および撮影レンズ２００の絞りなどによっ
て露出制御が行われて、主ミラー１１６およびサブミラー１１７が撮影光路（撮影レンズ
２００の光軸）から退避されて、撮像素子１２５に被写体像が結像し画像の撮影が行われ
る。
【００３３】
　図３は、図２に示すカメラの制御系の一例を示すブロック図である。
【００３４】
　図２に示すカメラには、ＭＰＵ（制御部）１３０が備えられている。撮影速度設定部１
３１は、単写又は連写における撮影速度を設定するためのものであり、図１に関連して説
明したメニュー釦１０６およびダイアル１０３の操作によって撮影速度設定部１３１は撮
影速度を示す撮影速度信号をＭＰＵ１３０に送る。
【００３５】
　前述のように、測光部１２１は、被写体像の明るさ、顔、および色などの被写体に関す
る検知を行って被写体情報を得る。ここでは、測光部１２１は顔検知部１３２としても機
能することになり、被写体情報をＭＰＵ１３０に送る。なお、顔判定エリア変更部１３３
によって被写体像（つまり、画像）における顔検知の範囲が変更される。顔検知の範囲の
設定および変更については後述する。
【００３６】
　視線検知部１１０（図１に示す視線検知部１１０ａおよび１１０ｂ）は撮影者の視線を
検知して視線検知情報をＭＰＵ１３０に送る。測距部１２３はカメラから被写体までの距
離を示す距離情報をＭＰＵ１３０に送る。前述のように、測距点選択部であるＭＣ１０２
によって測距点の移動が可能であり、測距点の移動量は測距点移動ステップ変更部１３４
によって行われる。
【００３７】
　ユーザは、図１に示すメニュー釦１０６の操作によって表示される測距点移動ステップ
変更画面（図示せず）を見て、ダイアル１０３の操作で測距点移動ステップを入力するこ
とができる。ここでは、通常の１ステップに対して、例えば、２ステップ又は３ステップ
など複数のステップを一度の入力で移動することができる。
【００３８】
　なお、測距点優先度変更部（測距点優先度選択部ともいう）１１３（図１（ｂ）に示す
釦１１３ａ～１１３ｃ）は顔検知部１３２、視線検知部１１０、および測距点選択部（Ｍ
Ｃ）１０２の優先度を決定し、測距点優先度選択部１１３によって選択される測距点が変
更されることになる。測距点優先度選択部１１３の動作などについては後述する。
【００３９】
　測距スタート釦（測距スイッチ）１０１の操作又はレリーズ釦（レリーズスイッチ）１
１１の第１の段階によって上述のようにして選択された測距点における測距、測光、顔検
知、および視線検知が開始され、レリーズ釦１１１の第２の段階によって、レリーズスイ
ッチ１１から撮影開始信号がＭＰＵ１３０に入力される。
【００４０】
　タイマー１３５は、測距スタート釦１０１のオンからレリーズ釦１１１がオンされるま
での時間を監視するためのものである。そして、測距スタート釦１０１のオンから所定の
時間が経過してもレリーズ釦がオンされないと、ＭＰＵ１３０は、設定された測距点優先
度によって顔検知および視線検知をやり直す。その後には、タイマー１３５のカウント値
はリセットされる。
【００４１】
　撮影レンズ・絞り駆動部２００ａは撮影レンズ２００に備えられており、ＭＰＵ１３０
の制御下で、合焦位置に撮影レンズ２００（つまり、撮影レンズ２００に備えられたフォ
ーカスレンズ）を駆動して絞り制御を行う。前述のように、透過型液晶（つまり、測距点
表示部）１１９には測距点表示枠のうち選択された測距点表示枠が照明されて表示される



(9) JP 6257198 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

。
【００４２】
　ＭＰＵ１３０はレリーズ釦１１１のオンによって、駆動回路（図示せず）によってシャ
ッター１２４のシャッター羽根が走行させる。そして、シャッター羽根の走行によって撮
像素子１２５が露光される。これによって、撮像素子１２５で得られた画像が外部記録装
置に記録されるとともに、表示モニター（画像表示部）１０８に表示される。
【００４３】
　図４は、図３に示す測距点優先度選択部１１３によって切り替えられる撮影モード設定
メニューの一例を示す図である。そして、図４（ａ）はポートレートモードを示す図であ
り、図４（ｂ）は旅行モードを示す図である。さらに、図４（ｃ）は集合写真モードを示
す図であり、図４（ｄ）はスポーツモードを示す図である。また、図４（ｅ）は三脚モー
ドを示す図である。
【００４４】
　いま、撮影モードとして、図４（ａ）に示すポートレートモード（第１の撮影モード）
Ｍ１が設定されると、測距点優先度選択部１１３は第１の優先順位を顔検知部１３２、第
２の優先順位を視線検知部１１０、そして、第３の優先順位を測距点選択部（ＭＣ）１０
２とする。
【００４５】
　撮影モードとして、図４（ｂ）に示す旅行モード（第２の撮影モード）Ｍ２が設定され
ると、測距点優先度選択部１１３は第１の優先順位を視線検知部１１０、第２の優先順位
を顔検知部１３２、そして、第３の優先順位を測距点選択部（ＭＣ）１０２とする。
【００４６】
　同様にして、撮影モードとして、図４（ｃ）に示す集合写真モード（第３の撮影モード
）Ｍ３が設定されると、測距点優先度選択部１１３は第１の優先順位を顔検知部１３２、
第２の優先順位を測距点選択部（ＭＣ）１０２、そして、第３の優先順位を視線検知部１
１０とする。
【００４７】
　また、撮影モードとして、図４（ｄ）に示すスポーツモード（第４の撮影モード）Ｍ４
が設定されると、測距点優先度選択部１１３は第１の優先順位を視線検知部１１０、第２
の優先順位を測距点選択部（ＭＣ）１０２、そして、第３の優先順位を顔検知部１３２と
する。
【００４８】
　さらに、撮影モードとして、図４（ｅ）に示す三脚モード（第５の撮影モード）Ｍ５が
設定されると、測距点優先度選択部１１３は第１の優先順位を測距点選択部（ＭＣ）１０
２、第２の優先順位を顔検知部１３２、そして、第３の優先順位を視線検知部１１０とす
る。
【００４９】
　図示の例では、集合写真モードＭ３においては、第３の優先順位である視線検知部１１
０は機能を停止される。同様に、スポーツモードＭ４においては、第３の優先順位である
顔検知部１３２は機能を停止され、三脚モードＭ５においては、第２および第３の優先順
位である顔検知部１３２および視線検知部１１０は機能を停止される。
【００５０】
　図４に示す撮影モードの設定は、前述のように測距点優先度選択部１１３によって行わ
れ、例えば、ポートレートモードＭ１、旅行モードＭ２、および三脚モードＭ５に切り替
える釦として、図１（ｂ）に示す釦１１３ａが用いられる。そして、ポートレートモード
Ｍ１から集合写真モードＭ３に切り替える釦および旅行モードＭ２からスポーツモードＭ
４に切り替えるための釦として、図１（ｂ）に示す釦１０３ｂが用いられる。さらに、後
述する撮影動作の際にＭＣ入力が禁止されていると、一時的にＭＣ入力による測距点移動
を許可するための釦として釦１１３ｃが用いられる。
【００５１】
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　上述の釦１１３ａ～１１３ｃの操作による撮影モードなどの切り替えによって、ユーザ
はグリップ部１１２を握った状態で測距点優先度の選択を容易に行うことができる。そし
て、ユーザがファインダーを覗いている状態において撮影状況が変わった場合にも瞬時に
最適な撮影モード設定に切り替えることができる。
【００５２】
　図５は、図４に示す撮影モードに応じた顔判定範囲の設定を説明するための図である。
【００５３】
　図２で説明した測光部１２１（エリアセンサー）によって、ピント板１１８上の被写体
像において顔の外形（つまり、顔領域）が検知される。なお、顔領域の検知については、
例えば、特開２００７－２７４５８７号公報に記載の手法が用いられる。
【００５４】
　図５においては、ピント板１１８上に結像した被写体像４００と顔判定範囲の大きさ４
０２ａ、４０２ｂ、および４０２ｃ）とが示されており、ピント板１１８に隣接して配置
された透過型液晶１１９には、複数の測距点４０１と顔判定範囲４０２とが表示される。
そして、ここでは、顔判定範囲４０２において視線が検知されると、ＭＰＵ１３０は顔判
定範囲４０２の中心近傍の測距点４０１ａを自動的に選択し、透過型液晶１１９に当該測
距点４０１ａを点灯表示する。
【００５５】
　ＭＰＵ１３０は顔領域の横幅を基準として、撮影速度設定（単写又は連写）および測距
点優先度設定（視線検知又は顔検知）に応じて顔判定範囲４０２を設定する。図６に示す
例では、視線優先の場合には、単写および連写で顔判定範囲４０２はそれぞれ顔の横幅を
基準として１００％および１５０％に設定される。一方、顔優先の場合には、単写および
連写で顔判定範囲４０２はそれぞれ顔の横幅を基準として２００％および３００％に設定
される。
【００５６】
　図４に示す撮影モードの設定においては、視線検知および顔検知の優先順位に応じて、
図５に示すように顔判定範囲が異なることになる。ところで、顔検知に対応して選択され
た測距点と視線に対応して測距点との位置が完全に一致している場合には問題ないが、一
致していない場合にはいずれの測距点を選択すればよいか判断できないという問題が生じ
る。一方、視線検知に応じた測距点の選定では、測距点の数が多く、これら測距点が密集
していると誤検知してしまう可能性がある。このため、視線検知および顔検知の優先順位
に応じて顔判定範囲を異ならせている。
【００５７】
　さらに、視線は視野内を確認するため移動することが多いので、撮影したい顔から視線
が外れてしまう可能性がある。よって、撮影者が意図的に顔から視線を外しているのか否
かを適切に判断するため、視線検知および顔検知の優先順位に応じて顔判定範囲を異なら
せる。
【００５８】
　例えば、顔検知の優先度が視線検知の優先度より高いと、図５に示すように、顔判定範
囲は広く設定される。これによって、視線が顔から外れた場合、被写体が小さい場合、被
写体が横を向いた場合などに顔判定範囲が小さくなっても、顔判定範囲が拡大されるので
被写体の顔に測距点を継続して合わせことができる。
【００５９】
　さらに、撮影速度設定が連写に設定されている場合には、単写の場合よりも顔判定範囲
を広く設定する。これによって、連写の際に視線が被写体の顔から外れても、顔判定範囲
が広く設定されているので、顔領域の中心に測距点を移動できる確率を高くすることがで
きる。
【００６０】
　なお、ここでは、顔検知に応じた顔判定範囲および視線検知によって選定された測距点
については、測距点表示枠が顔判定範囲に一部でも含まれていれば顔検知による判定とす
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るが、顔検知に応じた顔判定範囲と視線検知による測距点との関係はこれに限定されるも
のではない。また、顔検知ではなく、被写体の色および目などの特徴点、被写体の形状な
どによる被写体検知情報を用いて被写体の判定範囲を決定するようにしてもよい。そして
、顔検知に応じた顔判定範囲を非表示とするようにしてもよい。
【００６１】
　図６は、図２および図３に示すカメラにおける撮影処理を説明するためのフローチャー
トである。なお、図６に示すフローチャートに係る処理は、ＭＰＵ１３０の制御下で行わ
れる。
【００６２】
　いま、カメラの電源がオンされて、撮影者が撮影速度設定を行う（ステップＳ１）。続
いて、撮影者は図４に示す撮影モード、つまり、測距点優先度の選択を行う（ステップＳ
２）。これによって、ＭＰＵ１３０は、図５で説明したようにして顔判定エリア（顔判定
領域）を設定する（ステップＳ４）。続いて、撮影者が測距点移動ステップ変更部１３４
によって測距点移動ステップを設定する（ステップＳ４）。
【００６３】
　次に、ＭＰＵ１３０は測距スイッチ１０１がオンとなったか否かを判定する（ステップ
Ｓ５）。測距スイッチ１０１がオンとならないと、つまり、測距スイッチ１０１がオフで
あると（ステップＳ５において、ＮＯ）、ＭＰＵ１３０はステップＳ１の処理に戻って、
ユーザによる撮影速度設定を待つ。なお、上記の各設定値が予めカメラに設定されている
設定値から変更が無ければ、ステップＳ１～Ｓ４の設定変更は行われない。
【００６４】
　測距スイッチ１０１がオンとなると（ステップＳ５において、ＹＥＳ）、タイマー１３
５がカウントを開始する。そして、ＭＰＵ１３０は、後述する測距点優先別の選択フロー
処理を行う（ステップＳ６）。タイマー１３５がカウントアップすると（ステップＳ７）
、ＭＰＵ１３０はレリーズ釦がオンされたか否かを判定する（ステップＳ８）。
【００６５】
　レリーズ釦がオンされないと（ステップＳ８において、ＮＯ）、ＭＰＵ１３０はステッ
プＳ５の処理に戻って、測距スイッチ１０１がオンであるか否かを判定する。レリーズ釦
がオンされると（ステップＳ８において、ＹＥＳ）、ＭＰＵ１３０は絞りおよびシャッタ
ー速度を制御して露出制御を行う（ステップＳ９）。そして、ＭＰＵ１３０は撮像素子１
２５を露光して撮像を行って（ステップＳ１０）、撮影処理を終了する。
【００６６】
　なお、図示はしないが、撮影速度設定が連写の場合には、ＭＰＵ１３０はステップＳ５
の処理に戻る。また、ステップＳ８において、所定のタイマー時間までにレリーズ釦がオ
ンされないと、前述のように、ＭＰＵ１３０はステップＳ５の処理に戻ることになる。
【００６７】
　上述のタイマー１３５がカウントアップする所定のタイマー時間は、例えば、測距点優
先度設定に応じて任意に設定することができる。例えば、被写体が移動している場合に、
測距スタート釦１０１を押して測距しつつ被写体を追尾するようなときには、タイマー時
間を短く設定して顔検知および視線検知の周期を短くして追従性を良好にする。具体的に
は、ＭＰＵ１３０がカメラのパンニングを検知した場合や、撮影速度設定が連写に設定さ
れている場合に、自動的にタイマー時間を短くする。
【００６８】
　また、撮影モード設定においてポートレートモードが設定されているか又は撮影速度設
定が単写に設定されていると、ＭＰＵ１３０はタイマー時間を長くして顔検知および視線
検知の周期を長くして測距点が次々と移動することを防止する。
【００６９】
　図７は、撮影モードおよび撮影速度設定に応じたタイマー時間の比率を示す図である。
なお、図７においては、予め定められたタイマー時間（つまり、標準時間）に対する比率
が示されている。
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【００７０】
　図７において、撮影速度設定が単写の場合には、撮影モードが集合写真モードであると
比率が最も大きくなり、スポーツモードであると比率が最も小さくなる。同様に、撮影速
度設定が連写の場合においても、撮影モードが集合写真モードであると比率が最も大きく
なり、スポーツモードであると比率が最も小さくなるが、連写の場合には、単写よりも比
率が小さくされる。
【００７１】
　ポートレートモードと集合写真モード、そして、旅行モードとスポーツモードとを比較
すると、顔検知および視線検知の双方による判定を行う場合には、タイマー時間を長くし
て測距点がゆっくりと切り替わるようにする。これによって、ＭＣによる操作も行えるよ
うにする。
【００７２】
　一方、ポートレートモードと旅行モード、そして、集合写真モードとスポーツモードと
を比較すると、視線検知の優先度が高い撮影モードにおいてはタイマー時間を短くして次
々に測距点が切り替わるようにする。さらに、単写から連写に撮影速度設定を切り替える
と、前述のようにして、各撮影モードにおけるタイマー時間を短くして追従性を向上させ
る。
【００７３】
　なお、図７に示す撮影モード設定におけるタイマー時間の比率は一例であり、例えば、
比率ではなく秒の単位とするようにしてもよい。また、連写において駒速設定に応じてタ
イマー時間を異ならせるようにしてもよい。
【００７４】
　図８は、図６に示す測距点優先別の選択フローの第１の例を説明するためのフローチャ
ートである。
【００７５】
　図８においては、撮影モード設定でポートレートモードが選択設定されたとする。ポー
トレートモードが開始されると、ＭＰＵ１３０は顔検知部１３２によって顔領域が検知さ
れたか否かを判定する（ステップＳ１０１）。顔領域が検知されると（ステップＳ１０１
において、ＹＥＳ）、ＭＰＵ１３０は視線検知部１１０によって視線が検知されたか否か
を判定する（ステップＳ１０２）。
【００７６】
　視線が検知されると（ステップＳ１０２において、ＹＥＳ）、ＭＰＵ１３０は顔判定範
囲において視線が検知されているか否かを判定する。つまり、ＭＰＵ１３０は顔と視線と
が一致しているか否かを判定する（ステップＳ１０３）。ここでは、図５で説明したよう
に、顔優先であるので、ＭＰＵ１３０は単写モードの場合には顔の幅の２００％、連写モ
ードの場合には顔の幅の３００％までの矩形範囲（顔判定範囲）で視線が検知されている
か否かを判定する。
【００７７】
　顔判定範囲において視線が検知されると（ステップＳ１０３において、ＹＥＳ）、ＭＰ
Ｕ１３０は顔中心測距点を選択する（ステップＳ１０４）。続いて、ＭＰＵ１３０はＭＣ
による測距点移動指示があると測距点を点滅状態として１ステップずつ測距点の移動がで
きるようにする（ステップＳ１０５）。
【００７８】
　ここでは、測距点の移動が許可される時間がタイマー設定されて、当該設定されたタイ
マー時間以下でＭＣによる測距点の移動が可能となる。なお、測距点を点滅させるのは一
時的な移動許可であることを撮影者に知らせるためであって、一時的な移動許可であるこ
とを報知できれば、点滅以外の手法を用いてもよい。
【００７９】
　測距点が確定すると、ＭＰＵ１３０は測距部１２３による測距および測光部１２１によ
る測光を行って（ステップＳ１０６）、測距結果に応じてフォーカスレンズを駆動して被
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写体に焦点を合わせる（ステップＳ１０７）。そして、ＭＰＵ１３０は図６に示すステッ
プＳ７の処理に戻る。
【００８０】
　顔領域が検知されないと（ステップＳ１０１において、ＮＯ）、ＭＰＵ１３０は、後述
するスポーツモードに移行する（ステップＳ１０８）。また、視線が検知されないと（ス
テップＳ１０２において、ＮＯ）、ＭＰＵ１３０は、後述する集合写真モードに移行する
（ステップＳ１０９）。顔判定範囲において視線が検知されないと（ステップＳ１０３に
おいて、ＮＯ）、ＭＰＵ１３０は視線位置に至近の測距点を選択して（ステップＳ１１０
）、ステップＳ１０６の処理に進む。
【００８１】
　図９は、図８に示すポートレートモード処理においてファインダー内の測距点の移動の
様子について一例を説明するための図である。そして、図９（ａ）は測距点移動の一例を
示す図であり、図９（ｂ）は測距点移動の他の例を示す図である。
【００８２】
　図９（ａ）に示す例では、撮影範囲において２つの顔領域が検知されており、これら顔
領域についてそれぞれ顔判定範囲Ｍ１０１ａおよびＭ１０１ｂが設定されている。ここで
、視線検知による至近測距点が測距点Ｍ１０２ａであるとすると、当該測距点Ｍ１０２ａ
は顔判定範囲Ｍ１０１ａに含まれるので、ＭＰＵ１３０は測距点として顔中心近傍の測距
点Ｍ１０４ａを選択される。
【００８３】
　一方、顔判定領域Ｍ１０１ｂに関して、視線検知による至近測距点が測距点Ｍ１０２ｂ
であるとすると、当該測距点Ｍ１０２ｂは顔判定範囲Ｍ１０１ｂに含まれないので、ＭＰ
Ｕ１３０は測距点を移動せず、測距点Ｍ１０２ｂを選択することになる（つまり、測距点
は測距点Ｍ１０２ｂから移動しない）。
【００８４】
　このようにして、視線検知および顔検知を用いれば、的確に主要被写体を測距すること
ができる。
【００８５】
　図９（ｂ）に示す例では、撮影範囲において複数の測距点を含む大きな顔領域が検知さ
れ、顔判定範囲Ｍ１０１ｃが設定されている。ここで、視線検知による至近測距点が測距
点Ｍ１０２ｃであるとすると、当該測距点Ｍ１０２ｃは顔判定範囲Ｍ１０１ｃに含まれる
ので、ＭＰＵ１３０は顔中心近傍の測距点Ｍ１０４ｃを選択する。この際、ＭＣによる測
距点移動指示が右上方向に行われると、ＭＰＵ１３０は測距点を測距点Ｍ１０５ｃに移動
して点滅状態とする。
【００８６】
　このようにして、複数の測距点を含む場合には、視線検知と合わせて顔検知によって狙
いの被写体の顔中央部近傍の測距点を選択するが、眼などの特徴点にさらに移動したい場
合があるので、ＭＰＵ１３０はＭＣによる移動を１ステップずつに限定して許可する。
【００８７】
　なお、ＭＣによる移動指示の位置が顔判定範囲外となる場合には、ＭＰＵ１３０は測距
点の移動を許可しない。つまり、測距点優先度設定が顔検知優先となっているので、ＭＣ
による移動指示の位置が顔判定範囲外となる場合には、ＭＰＵ１３０は測距点の移動を許
可しない。このことは、ＭＰＵ１３０が測距点の移動範囲を制限することを意味する。
【００８８】
　また、顔判定範囲Ｍ１０１ｃに複数の測距点を含む場合には、ＭＰＵ１３０は、図８に
示すステップＳ１０５においてタイマー時間を長く設定して、ＭＣによる測距点移動の時
間を確保する。さらに、ＭＰＵ１３０は図６に示すステップＳ７においてもタイマー時間
を長く設定して、図８に示すステップＳ１０４又はステップＳ１１０において選択される
測距点がゆっくりと切り替わるようにする。これによって、被写体をじっくりと測距でき
る。
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【００８９】
　図１０は、図８に示すポートレートモード処理においてファインダー内の測距点の移動
の様子について他の例を説明するための図である。なお、図１０においては被写体が移動
しており、撮影速度設定が連写モードであるものとする。
【００９０】
　図１０に示す例では、単写モードにおいては顔判定範囲として顔判定範囲Ｍ１０１ｄが
設定される。一方、連写モードにおいては顔判定範囲が広げられて顔判定範囲Ｍ１０１ｅ
が設定される。
【００９１】
　これによって、視線検知による至近測距点が測距点Ｍ１０２ｅで示すように、被写体と
大きくずれている場合であっても、顔中心の測距点が選択されることになる。この結果、
移動する被写体に対しても測距点を被写体に合わせ続けることができるようになる。そし
て、被写体が遠ざかって小さくなる場合および被写体が横を向いて顔判定範囲が狭くなっ
たとしても、顔判定範囲を広げたことによって的確に測距点を選択することができる。
【００９２】
　但し、運動会などにおいて、複数の人が走っている状態を連写モードで撮影する場合に
は、視線検知および顔検知によって特定の人物を追尾し易くなるものの、顔判定範囲を広
げすぎると目標とする人物とは異なる人物に測距点が移ってしまう可能性がある。よって
、顔判定範囲を任意に設定できるようにしてもよい。
【００９３】
　また、図８に示すステップＳ１０５におけるタイマー時間を短く設定して、ＭＣによる
測距点移動を単写モードよりも制限するとともに、図６に示すステップＳ７におけるタイ
マー時間を短く設定して、顔検知および視線検知による測距点判定を速く行うようにする
。
【００９４】
　図１１は、図６に示す測距点優先別の選択フローの第２の例を説明するためのフローチ
ャートである。
【００９５】
　図１１においては、撮影モード設定で旅行モードが選択設定されたとする。旅行モード
が開始されると、まず、ＭＰＵ１３０は視線検知部１１０によって視線が検知されたか否
かを判定する（ステップＳ２０１）。視線検知部１１０によって視線が検知されると（ス
テップＳ２０１において、ＹＥＳ）、ＭＰＵ１３０は顔検知部１３２によって顔領域が検
知されたか否かを判定する（ステップＳ２０２）。
【００９６】
　顔領域が検知されると（ステップＳ２０２において、ＹＥＳ）、ＭＰＵ１３０は顔判定
範囲において視線が検知されているか否かを判定する（ステップＳ２０３）。ここでは、
図５で説明したように、視線優先であるので、ＭＰＵ１３０は単写モードの場合には顔の
幅の１００％、連写モードの場合には顔の幅の１５０％までの矩形範囲（顔判定範囲）で
視線が検知されているか否かを判定する。
【００９７】
　顔判定範囲において視線が検知されると（ステップＳ２０３において、ＹＥＳ）、ＭＰ
Ｕ１３０は顔中心測距点を選択する（ステップＳ２０４）。続いて、ＭＰＵ１３０はＭＣ
による測距点移動を禁止する（ステップＳ２０５）。
【００９８】
　旅行モードにおいては、顔判定範囲と視線検知位置との一致率の判定を厳しくしている
ので、ＭＣによる測距点移動は不要であるとして、ＭＰＵ１３０はＭＣによる測距点移動
を禁止する。これによって、ＭＰＵ１３０は不用意な測距点移動を防止する。
【００９９】
　一方、撮影者がＭＣによる測距点移動を行いたいこともあるので、ここでは、ＭＰＵ１
３０は解除釦がオンされたか否かを判定する（ステップＳ２０６）。なお、図２に示すグ
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リップ部１１３に配置された釦１１３ｃがＭＣによる測距点の移動禁止を解除する解除釦
とされる。
【０１００】
　解除釦がオンされないと、つまり、オフであると（ステップＳ２０６において、ＮＯ）
、ＭＰＵ１３０は測距部１２３による測距および測光部１２１による測光を行って（ステ
ップＳ２０７）、測距結果に応じてフォーカスレンズを駆動して被写体に焦点を合わせる
（ステップＳ２０８）。そして、ＭＰＵ１３０は図６に示すステップＳ７の処理に戻る。
【０１０１】
　視線が検知されないと（ステップＳ２０１において、ＮＯ）、ＭＰＵ１３０は、後述す
る集合写真モードに移行する（ステップＳ２０９）。また、顔領域が検知されないと（ス
テップＳ２０２において、ＮＯ）、ＭＰＵ１３０は、後述するスポーツモードに移行する
（ステップＳ２１０）。
【０１０２】
　顔判定範囲において視線が検知されないと（ステップＳ２０３において、ＮＯ）、ＭＰ
Ｕ１３０は視線位置に至近の測距点を選択する（ステップＳ２１１）。そして、ＭＰＵ１
３０はＭＣによる（つまり、ユーザ操作による）測距点移動指示があると測距点を点滅状
態（つまり、識別状態）として１ステップずつ測距点の移動ができるようにする（ステッ
プＳ２１２）その後、ＭＰＵ１３０はステップＳ２０７の処理に進む。
【０１０３】
　なお、解除釦がオンされると（ステップＳ２０６において、ＹＥＳ）、ＭＰＵ１３０は
ステップＳ２１２の処理に進む。
【０１０４】
　図１２は、図１１に示す旅行モード処理においてファインダー内の測距点の移動の様子
を説明するための図である。そして、図１２（ａ）は測距点移動の一例を示す図であり、
図１２（ｂ）は測距点移動の他の例を示す図である。
【０１０５】
　図１２（ａ）に示す例では、２つの顔領域が検知されており、これら顔領域についてそ
れぞれ顔判定範囲Ｍ２０２ａおよびＭ２０２ｂが設定されている。ここで、視線検知によ
る測距点が測距点Ｍ２０１ａであるとすると、当該測距点Ｍ２０１ａはいずれの顔判定範
囲Ｍ２０２ａおよび２０２ｂにも含まれないので、ＭＰＵ１３０は測距点を測距点Ｍ２０
１ａから移動しない。
【０１０６】
　図１２（ｂ）に示す例では、複数の測距点を含む大きな顔領域が検知され、顔判定範囲
Ｍ２０２ｃが設定されている。ここで、視線検知による至近測距点が測距点Ｍ２０１ｃで
あるとすると、当該測距点Ｍ２０１ｃは顔判定範囲Ｍ２０２ｃに含まれるので、ＭＰＵ１
３０は顔中心近傍の測距点Ｍ２０４を選択する。
【０１０７】
　一方、視線検知による至近測距点が測距点Ｍ２１２であると、当該測距点Ｍ２１２は顔
判定範囲Ｍ２０２ｃに含まれないので、ＭＰＵ１３０は測距点を測距点Ｍ２１２から移動
しないが、ＭＣによる測距点移動が可能となると、移動した測距点を点滅状態とする。
【０１０８】
　このようにして、旅行モードが選択された場合には、顔判定範囲を狭くして安易に顔領
域に測距点が移動しないようにしている。これによって、風景など人物以外の被写体を視
線で決定しつつ、特定の人物又は家族などと視線が高い確率で一致した場合に、人物に焦
点が合うようにすることができる。
【０１０９】
　図１３は、図６に示す測距点優先別の選択フローの第３の例を説明するためのフローチ
ャートである。
【０１１０】
　図１３においては、撮影モード設定で集合写真モードが選択設定されたとする。集合写
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真モードが開始されると、まず、ＭＰＵ１３０は顔検知部１３２によって顔領域が検知さ
れたか否かを判定する（ステップＳ３０１）。顔検知部１３２によって顔領域が検知され
ると（ステップＳ３０１において、ＹＥＳ）、ＭＰＵ１３０は検知された顔領域（つまり
、顔判定範囲）のうち最大の顔領域を選択する（ステップＳ３０２）。
【０１１１】
　ここでは、最大の顔領域に限らず、例えば、至近に位置する顔領域又は画像において中
央に位置する顔領域を選択するようにしてもよい。
【０１１２】
　続いて、ＭＰＵ１３０はＭＣの操作による測距点移動があるか否かを判定する（ステッ
プＳ３０３）。ＭＣの操作があると（ステップＳ３０３において、ＹＥＳ）、ＭＰＵ１３
０はＭＣ操作によって移動する測距点の移動方向に顔領域が存在するか否かを判定する（
ステップＳ３０４）。
【０１１３】
　測距点の移動方向に顔領域が存在すると（ステップＳ３０５において、ＹＥＳ）、ＭＰ
Ｕ１３０は当該移動方向において移動前の測距点に至近の顔中心に測距点を移動する（ス
テップＳ３０５）。そして、ＭＰＵ１３０は測距部１２３による測距および測光部１２１
による測光を行って（ステップＳ３０６）、測距結果に応じてフォーカスレンズを駆動し
て被写体に焦点を合わせる（ステップＳ３０７）。そして、ＭＰＵ１３０は図６に示すス
テップＳ７の処理に戻る。
【０１１４】
　顔検知部１３２によって顔領域が検知されないと（ステップＳ３０１において、ＮＯ）
、ＭＰＵ１３０は、後述する三脚モードに移行する（ステップＳ３０８）。また、ＭＣの
操作がないと（ステップＳ３０３において、ＮＯ）、ＭＰＵ１３０はステップＳ３０６の
処理に進む。
【０１１５】
　測距点の移動方向に顔領域が存在しないと（ステップＳ３０５において、ＮＯ）、ＭＰ
Ｕ１３０は予め設定された移動ステップ量で測距点をＭＣ操作によって指定された移動方
向に測距点を移動させる（ステップＳ３０９）。この際、ＭＰＵ１３０は測距点を点滅さ
せて、顔領域が検知されずに測距点を移動したこと撮影者に知らせる。その後、ＭＰＵ１
３０はステップＳ３０６の処理に進む。
【０１１６】
　なお、測距点の移動が許可される時間は、タイマーによって設定され、タイマーに設定
された時間以下であればＭＣによる測距点移動を行うことができる。
【０１１７】
　図１４は、図１３に示す集合写真モード処理においてファインダー内の測距点の移動の
様子を説明するための図である。
【０１１８】
　図１４に示す例では、３つの顔領域が検知されており、これら顔領域についてそれぞれ
顔判定範囲Ｍ３０１ａ、Ｍ３０１ｂ、およびＭ３０１ｃが設定されている。ここでは、顔
判定範囲Ｍ３０１ａが最大の顔判定範囲であるので、ＭＰＵ１３０は顔検知範囲Ｍ３０１
ａにおける中心測距点を測距点Ｍ３０２として選択する。
【０１１９】
　ここで、ＭＣ操作によって右方向の移動が指示されると、ＭＰＵ１３０は移動方向にお
いて至近の顔判定範囲は顔判定範囲Ｍ３０１ｂであるので、測距点Ｍ３０５を選択する。
また、ＭＣ操作によって下方向の移動が指示されると、ＭＣの指示方向には顔検知範囲が
存在しないので、ＭＰＵ１３０は予め設定されたステップ量（例えば、３ステップ）で測
距点Ｍ３１０を移動させて、当該測距点を点滅状態とする。
【０１２０】
　このようにして、集合写真モードが選択された場合には、ＭＣ操作に応じて顔判定範囲
を選択できるようにして、多人数を撮影する場合又は人ごみの中で特定の人物を撮影する
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場合において顔判定範囲の選択を容易とする。
【０１２１】
　図１５は、図６に示す測距点優先別の選択フローの第４の例を説明するためのフローチ
ャートである。
【０１２２】
　図１５においては、撮影モード設定でスポーツモードが選択設定されたとする。スポー
ツモードが開始されると、まず、ＭＰＵ１３０は視線検知部１１０によって視線が検知さ
れたか否かを判定する（ステップＳ４０１）。視線検知部１１０によって視線が検知され
ると（ステップＳ４０１において、ＹＥＳ）、ＭＰＵ１３０は、検知された視線に至近の
測距点を選択する（ステップＳ４０２）。
【０１２３】
　続いて、ＭＰＵ１３０はＭＣの操作による測距点移動があるか否かを判定する（ステッ
プＳ４０３）。ＭＣの操作があると（ステップＳ４０３において、ＹＥＳ）、ＭＰＵ１３
０は測距点を点滅状態として１ステップずつ測距点の移動ができるようにする（ステップ
Ｓ４０４）。
【０１２４】
　ステップＳ４０４においては、ＭＰＵ１３０は測距点を点滅させて、測距点が視線検知
位置と異なる位置に移動したことを撮影者に知らせる。この際には、測距点の移動が許可
される時間は、タイマーによって設定され、設定されたタイマー時間以下であればＭＣ操
作による測距点の移動を行うことができる。なお、ここで許可されるタイマー時間は他の
撮影モードに比べて最も短い時間に設定される。
【０１２５】
　その後、ＭＰＵ１３０は測距部１２３による測距および測光部１２１による測光を行っ
て（ステップＳ４０５）、測距結果に応じてフォーカスレンズを駆動して被写体に焦点を
合わせる（ステップＳ４０６）。そして、ＭＰＵ１３０は図６に示すステップＳ７の処理
に戻る。
【０１２６】
　視線検知部１１０によって視線が検知されないと（ステップＳ４０１において、ＮＯ）
、ＭＰＵ１３０は、後述する三脚モードに移行する（ステップＳ４０７）。また、ＭＣの
操作がないと（ステップＳ４０３において、ＮＯ）、ＭＰＵ１３０はステップＳ４０５の
処理に進む。
【０１２７】
　図１６は、図１５に示すスポーツモード処理においてファインダー内の測距点の移動の
様子を説明するための図である。
【０１２８】
　図１６に示す例では、視線検知に応じて測距点Ｍ４０２が選択されている。ここで、Ｍ
Ｃ操作によって測距点を左下方向に移動させる指示があると、ＭＰＵ１３０は測距点Ｍ４
０２を測距点Ｍ４０４に移動して、当該測距点を点滅状態とする。
【０１２９】
　このようにして、スポーツモードが選択された場合には、顔又は特定の被写体の検知に
よる測距点選択を許可せずに、撮影モード別のタイマー設定においても最短時間を設定す
る。これによって、視線およびＭＣ操作による瞬時の測距点移動が可能となって、例えば
、カーレース、鉄道、サッカー、又は陸上競技など高速移動被写体を撮影する場合に適し
ている。
【０１３０】
　図１７は、図６に示す測距点優先別の選択フローの第５の例を説明するためのフローチ
ャートである。
【０１３１】
　図１７においては、撮影モード設定で三脚モードが選択設定されたとする。三脚モード
が開始されると、まず、ＭＰＵ１３０はＭＣの操作による測距点移動があるか否かを判定
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する（ステップＳ５０１）。ＭＣの操作があると（ステップＳ５０１において、ＹＥＳ）
、ＭＰＵ１３０は予め設定された移動ステップ量で測距点をＭＣ操作によって指定された
移動方向に測距点を移動させる（ステップＳ５０２）。この際、ＭＰＵ１３０は測距点を
点滅させて、顔領域が検知されずに測距点を移動したこと撮影者に知らせる。
【０１３２】
　その後、ＭＰＵ１３０は測距部１２３による測距および測光部１２１による測光を行っ
て（ステップＳ５０３）、測距結果に応じてフォーカスレンズを駆動して被写体に焦点を
合わせる（ステップＳ５０４）。そして、ＭＰＵ１３０は図６に示すステップＳ７の処理
に戻る。
【０１３３】
　ＭＣの操作がないと（ステップＳ５０１において、ＮＯ）、ＭＰＵ１３０は測距点を自
動選択とする（ステップＳ５０５）。この際には、ＭＰＵ１３０は予め設定されたアルゴ
リズムに応じて測距点を決定する。例えば、ＭＰＵ１３０は至近合焦被写体を選択するか
又は無限遠に合わせる。そして、ＭＰＵ１３０はステップＳ５０３の処理に進む。
【０１３４】
　このようにして、三脚モードが選択された場合には、顔検知および視線検知による測距
点移動を許可せず、ＭＣ操作による任意のステップ数で測距点移動を可能とする。この結
果、風景などを撮影する際、カメラを三脚に固定して撮影する場合に適している。
【０１３５】
　上述の実施の形態では、光学機器としてデジタルカメラなどの１眼レフカメラを例に挙
げて説明したが、カメラ機能を備える電子機器であれば、同様にして本発明を適用するこ
とができる。
【０１３６】
　なお、図１３および図１７においては、ＭＣ操作による任意のステップ数で測距点を移
動する例について説明したが、ＭＣ操作による移動指示方向に移動可能な測距点が存在し
ない場合には、画面の端点まで測距点を移動する。
【０１３７】
　さらに、本発明の実施の形態では、レンズ交換式の一眼レフカメラを例に挙げて説明し
たが、撮影レンズがカメラ本体と一体となったカメラについても同様にして本実施の形態
を適用することができる。
【０１３８】
　また、本発明の実施の形態では、ペンタプリズムなどを用いた光学ファインダーを備え
るカメラを例に挙げて説明したが、例えば、ＥＶＦ装置に対して視線入力装置を取り付け
たカメラにおいても同様にして本実施の形態を適用することができる。
【０１３９】
　加えて、本発明の実施の形態では、位相差方式による焦点検出および測光素子による被
写体検出を例に挙げて説明したが、撮像素子の出力を用いて焦点検出および被写体検出を
行うカメラについても同様にして本実施の形態を適用することができる。
【０１４２】
　以上、本発明について実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、これらの実施の形
態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に
含まれる。
【０１４３】
　例えば、上記の実施の形態の機能を制御方法として、この制御方法を光学機器に実行さ
せるようにすればよい。また、上述の実施の形態の機能を有するプログラムを制御プログ
ラムとして、当該制御プログラムを光学機器が備えるコンピュータに実行させるようにし
てもよい。なお、制御プログラムは、例えば、コンピュータに読み取り可能な記録媒体に
記録される。
【０１４５】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。つまり、上述した
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実施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種の記録
媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（ま
たはＣＰＵやＭＰＵなど）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【０１４６】
　１０１　測距スタート釦
　１０２　測距点選択部
　１０９　ファインダー
　１１０　視線検知部
　１１１　レリーズ釦
　１１３　測距点優先度変更部
　１１９　透過型液晶
　１２１　測光部
　１２３　測距部
　１３０　ＭＰＵ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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